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(57)【要約】
【課題】吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべ
てが高い水準の浄水用フィルター体及び浄水器を提供す
る。
【解決手段】中空筒部材１１の側面部に浄水部１２を備
えた浄水用フィルター体１０であって、浄水部は、活性
炭吸着材９０～９５重量部と、フィブリル化したアクリ
ル繊維バインダー１０～５重量部を含有してなり、活性
炭吸着材は、平均粒子径１００～２５０μｍの粒状活性
炭と、平均繊維長３００～６００μｍの繊維状活性炭と
からなり、粒状活性炭と繊維状活性炭とが重量比１０：
９０～９０：１０で配合されてなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空筒部材の側面部に浄水部を備えた浄水用フィルター体であって、
　前記浄水部は、活性炭吸着材９０～９５重量部と、フィブリル化したアクリル繊維バイ
ンダー１０～５重量部を含有してなり、
　前記活性炭吸着材は、平均粒子径１００～２５０μｍの粒状活性炭と、平均繊維長３０
０～６００μｍの繊維状活性炭とからなり、
　前記粒状活性炭と前記繊維状活性炭とが重量比１０：９０～９０：１０で配合されてな
る
　ことを特徴とする浄水用フィルター体。
【請求項２】
　請求項１に記載の浄水用フィルター体をハウジング内に実装したことを特徴とする浄水
器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浄水用フィルター体及びこの浄水用フィルター体を実装した浄水器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　多孔質構造を有する活性炭は、従来から多孔質への吸着性を生かして水系やガス体の浄
水用途に広く用いられてきた。活性炭の活用例として、例えば、粒状活性炭からなる吸着
剤に、フィブリル化した熱溶融性ポリエチレン繊維と、アクリル繊維バインダーとを添加
してなる浄水用フィルター体が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この浄水用フィルター体は、吸着剤と、熱溶融性ポリエチレン繊維と、アクリル繊維バ
インダーとを水中で混合して混合スラリー状物とし、混合スラリー状物を中空筒部材の側
面より吸引しながら被着させて吸着被着物とし、吸着被着物を加熱乾燥することにより熱
溶融性ポリエチレン繊維を溶融させて得られる。
【０００４】
　この浄水用フィルター体は、アクリル繊維バインダーに加えてフィブリル化した熱溶融
性ポリエチレン繊維を含むため、これらが溶融されて構成材料同士を結びつけることが可
能となって、強靱なフィルター体を形成することができる。また、この種の浄水用フィル
ター体は、例えば、水道水等の飲料用水から残留成分や異物を除去する浄水器等に有効に
活用することができる。
【０００５】
　近年、浄水器の高性能化が要求され、特に吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のす
べてにおいて高い水準を確保する要望が高まっている。そこで、浄水器に使用される浄水
用フィルター体の最適な構成材料について種々の検討が重ねられてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－６１３９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記の点に鑑みなされたものであり、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性
能のすべてが高い水準の浄水用フィルター体及び浄水器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　すなわち、第１の発明は、中空筒部材の側面部に浄水部を備えた浄水用フィルター体で
あって、前記浄水部は、活性炭吸着材９０～９５重量部と、フィブリル化したアクリル繊
維バインダー１０～５重量部を含有してなり、前記活性炭吸着材は、平均粒子径１００～
２５０μｍの粒状活性炭と、平均繊維長３００～６００μｍの繊維状活性炭とからなり、
前記粒状活性炭と前記繊維状活性炭とが重量比１０：９０～９０：１０で配合されてなる
ことを特徴とする浄水用フィルター体に係る。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明に記載の浄水用フィルター体をハウジング内に実装したこと
を特徴とする浄水器に係る。
【発明の効果】
【００１０】
　第１の発明に係る浄水用フィルター体によると、中空筒部材の側面部に浄水部を備えた
浄水用フィルター体であって、前記浄水部は、活性炭吸着材９０～９５重量部と、フィブ
リル化したアクリル繊維バインダー１０～５重量部を含有してなり、前記活性炭吸着材は
、平均粒子径１００～２５０μｍの粒状活性炭と、平均繊維長３００～６００μｍの繊維
状活性炭とからなり、前記粒状活性炭と前記繊維状活性炭とが重量比１０：９０～９０：
１０で配合されてなるため、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてにおいて高
い水準を確保することが可能となる。
【００１１】
　第２の発明に係る浄水器によると、第１の発明に記載の浄水用フィルター体をハウジン
グ内に実装したため、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてが高い水準の浄水
器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る浄水用フィルター体の斜視図である。
【図２】本発明の浄水用フィルター体を用いた浄水器の全体斜視図である。
【図３】浄水用フィルター体の製造工程を示す概略工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１（ａ）に示す浄水用フィルター体１０は、水道水等の液体中の残留成分や異物を吸
着し、除去するためのフィルターであって、中空筒部材１１と、浄水部１２とを備えた筒
状の構造体からなる。この筒状構造は、通液時に浄水用フィルター体１０の表面積が最も
有利に利用でき、かつ均等に液体を通過させることができる形態である。浄水用フィルタ
ー体１０は、販売や使用に際して、図１（ｂ）に示すように、浄水部１２の表面が不織布
等の透過性の高い布状物１３により被覆、保護される。図１（ｂ）において、符号１４は
浄水部１２の上下を保護するキャップである。
【００１４】
　中空筒部材１１は、適宜の透過孔を有した芯材である。中空筒部材１１は用途等により
適宜ではあるが、図１（ｂ）に示す使用形態でフィルター体１０内に残存させても取り外
してもよい。フィルター体１０の保形性の観点から、中空筒部材１１はフィルター体１０
内に残存されることが好ましい。
【００１５】
　浄水部１２は、浄水用フィルター体１０の主体となる部材であって、図１（ａ）に示す
ように、中空筒部材１１の側面部に凝集される。この浄水部１２は、濾過能力を有し、活
性炭吸着材と、アクリル繊維バインダーとを含有してなる。
【００１６】
　活性炭吸着材は、平均粒子径１００～２５０μｍの粒状活性炭と、平均繊維長３００～
６００μｍの繊維状活性炭とからなり、粒状活性炭と繊維状活性炭とが重量比１０：９０
～９０：１０で配合される。
【００１７】
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　粒状活性炭は、木質、石炭、椰子殻等を原料として８００～１０００℃で加熱焼成し、
適宜の賦活により細孔を発達させた炭化物である。粒状活性炭は比較的安価であり、成形
性や保形性にも優れる。粒状活性炭は、ふるい等により平均粒子径１００～２５０μｍに
、より好ましくは１１０～２２１μｍに篩別される。平均粒子径が１００μｍ未満である
場合、粒子が小さくなりすぎて目詰まりが生じやすくなる。平均粒子径が２５０μｍより
大きい場合、粒子が大きくなりすぎて相対的に表面積が減少するため吸着速度が低下する
。なお、平均粒子径とは、レーザー光散乱式粒度分布測定装置（株式会社島津製作所製　
ＳＡＬＤ－３０００Ｓ）を用いて測定した際の平均値である。
【００１８】
　繊維状活性炭は、フェノール樹脂系、アクリル樹脂系等の樹脂繊維、またはセルロース
系繊維等の再生繊維を原料にした炭化、賦活物である。繊維状活性炭は繊維が互いに不規
則に絡み合って適度な空隙を形成するため、良好な吸着性能を得ることができる。繊維状
活性炭の平均繊維長は、３００μｍ未満である場合、繊維が短く適度な空隙が得られなく
て目詰まりが生じやすくなる。平均繊維長が６００μｍより長い場合、配合量の割に相対
的に表面積が減少するため吸着能力向上の点から好ましくない。そのため、平均繊維長は
３００～６００μｍ、より好ましくは３２４～５８２μｍの範囲である。なお、平均繊維
長とは、ＪＩＳ　Ｐ　８２２６－２（２０１１）　第２部：非偏光法記載の試験方法に基
づき、繊維測定機（Ｌｏｒｅｎｔｚｅｎ　＆　Ｗｅｔｔｒｅ社製　Ｌ＆Ｗファイバーテス
ター）を用いて測定した際の平均値である。
【００１９】
　活性炭吸着材では、粒状活性炭と繊維状活性炭とを配合させることにより、繊維状活性
炭に粒状活性炭が絡まって緻密化するため、変形への耐性が得られる。また、粒状活性炭
と繊維状活性炭とが重量比１０：９０～９０：１０の適切な比率で配合されることによっ
て、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてにおいて優れた性能が発揮される。
【００２０】
　しかしながら、粒状活性炭の重量比が極端に少ない（繊維状活性炭の重量比が極端に多
い）もしくは粒状活性炭の重量比が極端に多い（繊維状活性炭の重量比が極端に少ない）
場合には、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のいずれかの性能が不足する可能性が
ある。すなわち、浄水用フィルター体１０を構成した際の均衡のある性能の実現が難しく
なる。発明者の試作によると、粒状活性炭の重量比が１０を下回る（繊維状活性炭の重量
比が９０を上回る）場合には吸着性能、濁度除去性能が低下し、粒状活性炭の重量比が９
０を上回る（繊維状活性炭の重量比が１０を下回る）場合には目詰まり性能が低下した知
見に基づく。従って、前述の粒状活性炭と繊維状活性炭の重量比には意味がある。
【００２１】
　アクリル繊維バインダーは、フィブリル化した合成樹脂繊維であって、繊維の毛羽立ち
（フィブリル化）を通じて活性炭吸着材を絡めて一体化する。すなわち、アクリル繊維バ
インダーの繊維の絡まり合いの中に活性炭吸着材の粒状活性炭と繊維状活性炭とが保持さ
れるため、保形性が向上される。また、アクリル繊維バインダーは、樹脂の耐久性に優れ
ているため、浄水フィルター体の耐用期間をより長くすることができる。
【００２２】
　浄水部１２において、活性炭吸着材とアクリル繊維バインダーとの配合割合は、活性炭
吸着材９０～９５重量部に対し、アクリル繊維バインダー１０～５重量部である。活性炭
吸着材が９０重量部を下回る（アクリル繊維バインダーが１０重量部を上回る）場合、活
性炭以外の成分が多くなりすぎて活性炭に起因する吸着性能が発揮されなくなる。また、
活性炭吸着材が９５重量部を超える（アクリル繊維バインダーが５重量部を下回る）場合
、活性炭吸着材の割合が増加する分、フィブリル化したアクリル繊維バインダーが減少し
て活性炭同士の結着性が低下し、保形性が悪化する。
【００２３】
　この浄水用フィルター体は、図２に示すように、浄水器１の濾材として好適に使用され
、浄水器１のハウジング４内に実装される。浄水器１は、蛇口５の先端に装着される本体
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部２と、浄水と非浄水とを切り替える切り替えレバー３と、浄水用フィルター体１０が交
換可能に装填されるハウジング４とを備える。この浄水器１では、図示しないイオン交換
体、中空糸フィルター、流量計等の必要部材が適式に備えられる。浄水器１の形態は図示
の例に限られることなく種々の機器にも適用可能である。なお、浄水器１に装填される浄
水用フィルター体１０は、簡易に交換可能とするために、カートリッジ式とすることが好
ましく、据え置き型や濾過能力を高めて大型化した装置への適用も当然に可能である。
【００２４】
　次に、図３を用いて浄水用フィルター体の製造過程を説明する。この図において、符号
２０はフィルター体の製造装置、２１は水Ｗが充填される水槽、２２は多数の細孔が形成
されたステンレス製の金型棒状部材、２５は乾燥機である。
【００２５】
　はじめに、活性炭吸着剤の材料としての粒状活性炭３１及び繊維状活性炭３２と、フィ
ブリル化したアクリル繊維バインダー３３が用意される。これらは水槽２１に充填された
水Ｗに投入され、十分に混合されて混合スラリー状物３０が調製される。
【００２６】
　次に、中空筒部材１１の内部に金型棒状部材２２が挿入され、中空筒部材１１と金型棒
状部材２２の一体化物２３が、混合スラリー状物３０で満たされた水槽２１内に投入され
る。そして、水槽２１内にて金型棒状部材２２を介して減圧吸引することにより、混合ス
ラリー状物３０が中空筒部材１１の側面に引き寄せられる。なお、必要により、中空筒部
材１１の周囲に不織布等が巻き付けられる。
【００２７】
　ここで、中空筒部材１１の透過孔は粒状活性炭等よりも小さいため、混合スラリー状物
３０の水分のみが中空筒部材１１を通過して金型棒状部材２２から吸い出され、粒状活性
炭等が通過できずに中空筒部材１１の表面に浄水部１２の成分３６が残留される。こうし
て所定の厚さまで浄水部１２の成分３６が中空筒部材１１表面にスラリー被着部３７とし
て蓄積され、混合スラリー状物３０の吸引は終了される。
【００２８】
　所定量のスラリー被着部３７が形成された後、中空筒部材１１は水槽２１内から引き上
げられ、金型棒状部材２２が取り外される。こうして中空筒部材１１の表面にスラリー被
着部３７を備えた吸着被着物３５が得られる。その後、吸着被着物３５は乾燥機２５内で
加熱乾燥され、浄水用フィルター体が完成される。
【実施例】
【００２９】
　次に、活性炭吸着剤の材料として粒状活性炭と繊維状活性炭とを用い、粒状活性炭の平
均粒子径、繊維状活性炭の平均繊維長、粒状活性炭と繊維状活性炭との配合割合をそれぞ
れ変化させて、アクリル繊維バインダーと混合して試作例１～２２の浄水用フィルター体
を作製した。
【００３０】
　　［使用材料］
　粒状活性炭として、フタムラ化学株式会社製「ＣＷ－Ｚ」を使用し、篩にかけて平均粒
子径７３μｍ、１１０μｍ、１４３μｍ、２２１μｍ、２５９μｍに調製した。繊維状活
性炭として、フタムラ化学株式会社製「フェノール樹脂系繊維状活性炭」を使用し、平均
繊維長２８５μｍ、３２４μｍ、５８２μｍ、６２５μｍに繊維長をカットした。アクリ
ル繊維バインダーとして、東洋紡株式会社製「ビィパル」を使用した。
【００３１】
　　［浄水用フィルター体の作製］
　表１～表３に基づく材料と配合（単位：重量部）に従い、粒状活性炭、繊維状活性炭、
アクリル繊維バインダーを水に分散し、均質になるまで水中で十分に混合して試作例１～
２２に対応した混合スラリー状物を調製した。混合スラリー状物における水は、添加した
固形分の５０倍重量とした。そして、外直径３４ｍｍ、内直径３０ｍｍ、全長６０ｍｍで



(6) JP 2019-18154 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

あり直径２ｍｍの細孔を有するポリプロピレン製の中空筒部材を用意した。また、中空筒
部材の外表面に不織布を巻き付けた。同中空筒部材内に、多孔形状のステンレス製の金型
棒状部材を挿入して固定するとともに混合スラリー状物内に投入し、減圧吸引（吸引圧力
は約－０．０８ＭＰａ）により混合スラリー状物内から固形分を引き寄せて中空筒部材の
表面に浄水部成分を約１５ｍｍ被着させた（スラリー被着部）。中空筒部材から金型棒状
部材を取り外し、スラリー被着部と中空筒部材の一体化物となる吸着被着物を得た。そし
て、乾燥機を用いて１００℃、１２時間かけて吸着被着物の加熱、乾燥を行い、試作例の
浄化用フィルター体を作製した。各フィルター体の寸法は、中空筒部材を含む直径６０ｍ
ｍ、全長６０ｍｍの円筒体である。また、フィルター体の表面をポリエチレンとポリプロ
ピレンの混抄繊維からなる不織布で覆うとともにフィルター体の上下にポリプロピレン製
キャップを取り付けた。
【００３２】
　　［評価項目］
　試作例の浄水用フィルター体について、次のとおり遊離残留塩素ろ過性能、濁度除去性
能、目詰まり性能に従い評価を行い、それぞれについて良否を調べた。
【００３３】
　　　〈遊離残留塩素ろ過性能〉
　吸着性能を評価するために、ＪＩＳ　Ｓ　３２０１（２０１０）の家庭用浄水器試験方
法に準拠し、試験を行った。表１に示すように、試作例１～１２の浄化用フィルター体の
それぞれについて、評価を行った。本試験においては、遊離残留塩素の濃度を２ｍｇ／Ｌ
、通水流量を３．６Ｌ／ｍｉｎに設定し、除去率８０％になるまでの総通水量を測定した
。評価に際しては、総通水量が５０００Ｌ以上を良品である「○」、５０００Ｌ未満を不
良品である「×」とした。
【００３４】
【表１】

【００３５】
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　　　〈濁度除去性能〉
　表２に示すように、試作例１３～１９の浄化用フィルター体のそれぞれについて、ＪＩ
Ｓ　Ｓ　３２０１（２０１０）の濁りろ過能力試験に準拠し、同試験のカオリン（ナカラ
イテスク株式会社製）の捕集率から濁度除去率を測定した。なお、この試験では、除去率
が８０％以下でも通水を継続した。評価に際しては、捕集率が５０％以上を良品である「
○」、５０％未満を不良品である「×」とした。
【００３６】
【表２】

【００３７】
　　　〈目詰まり性能〉
　表３に示すように、試作例２０～３２の浄化用フィルター体のそれぞれについて、ＪＩ
Ｓ　Ｓ　３２０１（２０１０）の濁りろ過能力試験に準拠し、カオリンを捕集して流量が
半分（１．８Ｌ／ｍｉｎ）になるまでの総通水量を測定した。評価に際しては、総通水量
が３０００Ｌ以上を良品である「○」、３０００Ｌ未満を不良品である「×」とした。
【００３８】
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【表３】

【００３９】
　　［結果と考察］
　表４に、試作例１～２２の粒状活性炭の平均粒子径（７３μｍ、１１０μｍ、１４３μ
ｍ、２２１μｍ、２５９μｍ）と、試作例１～２２の繊維状活性炭の平均繊維長（２８５
μｍ、３２４μｍ、５８２μｍ、６２５μｍ）との関係における試作例１～３0２の分布
を示した。なお、表４において、各試作例は括弧付きの番号（例えば、［１］等）で表し
た。
【００４０】
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【表４】

【００４１】
　表１に開示の遊離残留塩素ろ過性能の結果では、試作例１～７が良品、試作例８～１２
が不良品であった。表２に開示の濁度除去性能の結果では、試作例１３～１９が良品であ
った。表３に開示の目詰まり性能の結果では、試作例２０～２７が良品、試作例２８～３
２が不良品であった。表１～３に開示の結果を踏まえて表４に示した試作例の分布を考察
すると、良品の試作例は、粒状活性炭の平均粒子径が１１０μｍ、１４３μｍ、２２１μ
ｍのいずれか、かつ繊維状活性炭の平均繊維長が３２４μｍ、５８２μｍのいずれかの条
件（表４の太枠内）を満たした。これに対し、不良品の試作例は上記の条件を満たさない
部分（表４の太枠外）であって、粒状活性炭の平均粒子径 ７３μｍ、２５９μｍ、また
は繊維状活性炭の平均繊維長２８５μｍ、６２５μｍのいずれかの条件が含まれた。
【００４２】
　表１～４に開示の結果から、浄水用フィルター体の性能を左右する活性炭吸着材の構成
において、粒状活性炭の平均粒子径と繊維状活性炭の平均繊維長とが、フィルター体の吸
着性能、濁度除去性能、目詰まり性能に大きく寄与することがわかった。すなわち、活性
炭吸着材を構成する材料の最適な条件について、粒状活性炭の平均粒子径は１００～２５
０μｍ、より好ましくは１１０～２２１μｍ、かつ、繊維状活性炭の平均繊維長は３００
～６００μｍ、より好ましくは３２４～５８２μｍである。
【００４３】
　以上説明したように、本発明の浄水用フィルター体は、活性炭吸着材を構成する粒状活
性炭の平均粒子径と繊維状活性炭の平均繊維長とを最適な条件に調製したことにより、優
れた吸着性能を備え、さらに濁度除去性能と目詰まり性能との両立が可能となった。従っ
て、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてが高い水準の浄水用フィルター体を
提供することができる。また、この浄水用フィルター体を浄水器のハウジング内に実装す
ることにより、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてが高い水準の浄水器を提
供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の浄水用フィルター体は、吸着性能、濁度除去性能、目詰まり性能のすべてに優
れており、浄水器の濾材として好適に使用することができる。また、本発明の浄水器はこ
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のフィルター体が実装されているため、より優れた浄水性能を発揮することができる。そ
のため、従来の浄水用フィルター体や浄水器の代替として有望である。
【符号の説明】
【００４５】
　　１　　浄水器
　　２　　本体部
　　３　　切り替えレバー
　　４　　ハウジング
　　５　　蛇口
　　１０　浄水用フィルター体
　　１１　中空筒部材
　　１２　浄水部
　　１３　布状物
　　１４　キャップ
　　２０　フィルター体の製造装置
　　２１　水槽
　　２２　金型棒状部材
　　２３　中空筒部材と金型棒状部材の一体化物
　　２５　乾燥機
　　３０　混合スラリー状物
　　３１　粒状活性炭
　　３２　繊維状活性炭
　　３３　アクリル繊維バインダー
　　３５　吸着被着物
　　３６　浄水部の成分
　　３７　スラリー被着部
　　Ｗ　　水
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